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西条市庁舎　℡0897－56－5151　　東予総合支所　℡0898－64－2700
丹原総合支所　℡0898－68－7300　　小松総合支所　℡0898－72－2111

詳しくは…
新居浜社会保険事務所　　　　℡0897－35－1300
年金ダイヤル（被保険者用）　℡0570－05－1165
年金ダイヤル（受給者用）　　℡0570－07－1165

会社にお勤めの70歳以上の方に
老齢厚生年金の給付調整が導入されました
　70歳以上の方が厚生年金の適用事業所にお勤めの場
合、老齢厚生年金と賃金の合計額が48万円を上回ると
きは、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止
となります。ただし、昭和12年４月１日以前生まれの
方は対象となりません。

65歳以降の老齢厚生年金を
繰り下げて受けられるようになりました
　65歳から老齢厚生年金を受けることができる方が、
65歳からは受け取らずに66歳以降に支給の繰り下げの
申し出をした場合は、そのときから増額された老齢厚
生年金を受けることができます。

離婚時の厚生年金の分割制度が導入されました
　平成19年４月１日以降に離婚された場合、その婚姻
期間中の厚生年金の保険料納付記録を当事者間で合意
した割合に基づき分割することができます。
　分割を受けた方は、ご自身の支給開始年齢から分割
後の保険料納付記録に基づく老齢厚生年金を受給する
ことになります。ただし、老齢厚生年金を受給される
ためには、ご自身の年金加入期間が原則25年以上必要
です。

遺族厚生年金制度が見直されました
◆65歳以上の方の遺族厚生年金の見直し
　遺族厚生年金と老齢厚生年金等の受給権がある65歳
以上の方は、
①ご自身の老齢厚生年金等は全額支給。
②遺族厚生年金はご自身の老齢厚生年金等に相当する
　額が支給停止され、その差額のみ支給。
※平成19年４月１日以前に遺族厚生年金を受ける権利
　を有し、すでに65歳以上の方は新しい制度の対象と
　はなりません。
◆若齢期の妻の遺族厚生年金の見直し
①夫の死亡時に30歳未満で、子を養育しない妻等に対
　する遺族厚生年金は、５年間の有期給付となります
　（子を養育しなくなったときに妻が30歳未満の場合
　にはその時点から５年間）。
②妻に対する遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加
　算（年間59万4200円）は、夫死亡時に40歳以上であ
　る妻に65歳に到達するまでの間、支給されることと
　なります。

　平成16年の年金制度改正によって、平成19年４月１日から年金制度の一部が
変わりました。改正点は次のとおりです。
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